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平成30年 1月31 13判決言渡 関日原本領収裁判所書記官

平成29年（行ケ）第 1号選挙無効請求事件

口頭弁論終結日 平成29年 12月27日

判 決

事者別紙当事者自録記載のとおり

主 文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第 1 請求

平成29年 10月22日に行われた衆議院（小選挙区選出〉議員選挙の富山

県第1区ないし第3区F 省J11.県第1区ないし第3区並びに福井県第 1区及び第

2区における選挙をいずれも無効とする。

第2 事実関係

1 事業の概要

本件は，平成29年 10月 22日施行の第48回衆議院議員総選挙（以下

f本件選挙」という。）について，小選挙区の富山県第 1区ないし第3区，石

川県第 1区ないし第3区並びに福井県第1区及び第2区の選挙人である原告ら

が，小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りを定める公職選挙法 13条 1項及び

別表第 1の規定は憲法に違反し無効で、あるから，これに基づき施行された本件

選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して，公職選挙法204

条に基づき，選挙の無効を求めた事業である。

2 前提事実

'(1) 当事者（争いのない事実）

原告らは，本件選挙の富山県第1区ないし第3区，石川県第1区ないし第

3区並びに福井県第 1区及び第2区における選挙人である。
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(2) 本件選挙（争いのなし

本件選挙のうち小選挙区選出議員の選挙（以下「小選挙区選挙Jとい

う。）は，公職選挙法 13条1項及び別表第 1の選挙区及び議員定数の規定

（以下 f本件底割規定Jという。）に従って施行された。

(3) 本件選挙に五るまでの公職選挙法の改正経緯F 最高裁判決等（甲 1ないし

4, 7，乙 1ないし 6, 8ないし 14, 1 6ないし 18，弁論の全趣皆。な

おF 書証は枝番を含む。）

平成6年公職選挙法改正

昭和2・5年に制定された公職選挙法は，衆議院議員の選挙制度につき中

選挙亙単記投票棋を採用していたが，平成G年 1月に公職選挙法の一部を

改正する法樟（平成6年法樟第2号）が成立し，その後，平成6年法律第

1 0号及び間第 10 4号によりその一部が改正され量これらにより，衆議

院議員の選挙制度は量従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並

立制に改められた（以下，上記改正後の当該選挙制度を「本件選挙制度J

という。）。

本件選挙施行当時の本件選挙制度によれば芳衆議院議員の定数は46 

6人とされ，そのうち 28 9人が小選挙区選出議員， 1 7 6人が比例代

表選出議員とされ（公職選挙法4条 1項），小選挙区選挙については，

全国に 28 9の選挙区を設け，各選挙区において 1人の議員を選出する

ものとされ（間法13条 1項γ別表第 1。以下，後記の改正の前後を通

じてこれらの規定を併せて f区割規定Jという。），比例代表選出

の選挙（以下 f比例代表選挙Jという。）については3 全国に 11の選

区を設け，各選挙区において所定数の議員を選出するものとされてい

る（開法 13条2噴垂別表第 2）。総選挙においてはF 小選挙区選挙と

比例代表選挙とを同時に行い，投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ご

とに 1人 1票とされている（間法31条， 36条）。
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上記公職選挙法の一部を改正する法律（平成6年法律第2 と問時に

成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置誌（以下，後記の改正の前後を

通じて f区画審設置法Jとしづ。）によれば，衆議院議員選挙区商定審議

会（以下「区画審j という。）は，衆議続小選挙区選出議員の選挙区の改

定に関して調査審議し，必要があると認、めるときは F その改定案を作成し

て内閣総理大臣に勧告するものとされている（区画審設置法Z条）。また，

平成24年法律第95号による改正前の区語審設置法（以下 fi日々区間審

設置法Jという。） 3条は，上記選挙区の区割りの基準〈以下，後記の改

正の前後を通じて f区割基準j という。）につき，①1項において，区画

審が改定案を作成するに当たっては，各選挙区の人口の均績を限り，各選

区の人口のうち型その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が

2以上にならないようにすることを基本とし，行政区商，地勢，交通等の

事構を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとと

もに，②2項において，各都道府県の区域内の小選挙区選出議員の選挙区

の数は，各都道府県にあらかじめ 1を配当することとし（以下F との方式

を円入別枠方式」という。），この 1＇こ，小選挙区選出議員の定数に相

当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配

した数を加えた数とすると定めていた〈以下F 上記①及び③の区割基準

そ fi自々区割基準Jといい，これを定める上記規定を f旧々区割基準規

定Jともいう。）。

上記区画審の勧告は，統計法の規定により 10年ごとに行われる国勢調

の結果による人口が最初に官報で公示された司から 1年以内に行うもの

とされ（区画審設置法4条1項），区画審は，問項の規定にかかわらずF

各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事慢があると認めるときは，

勧告を行うことができるものとされていた（同条2項。ただし，平成28 

年法律第49号による改正前のものO ）。

円。
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イ 平成14年公職選挙法改正

区顕審は，平成 12年 10月に実施された国勢調査（以下「平成 12年

国勢調査Jという。）の結果に基づき，平成 13年 12月，衆議院小選挙

区選出議員の選挙区に関し， I日々区間審設置法3条2項に従って各都道府

の議員の定数につきいわゆる 5増 5減を行った上で，同条1項に従って

各都道府県内における選挙区割りを策定した改定案を作成して内閣捻理大

臣に勧告し，これを受けて，平成14年 γ月，勧告どおり選挙区割りの改

を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律（平成1

4年法律第95号）が成立した。平成21年8月30日施行の第45回衆

議院議員総選挙（以下「平成21年選挙j という。）の小選挙区選挙は，

開法により改定された選挙区割り（以下 fi日々選挙区割り jという。）の

下で施行されたものである（以下F 平成21年選挙に係る衆議院小選挙

選出議員の選挙区を定めた上記改正後の公職選挙法 13条 1項及び別表第

1を併せて f旧々区割規定j という。）。

平成 12年国勢諒査の結果そ前提とすると， I日々区割規定の下における

選挙区間の人口の最大較差は，最少の高知県第 1区と最多の兵庫県第6

との開で 1対 2. 0 6 4 （以下，較差に関する数値は，全て概数であ

る。）であり，高知県第1区と比較して較差が 2語以上となっている選挙

区は9選挙区であった。また，平成21年選挙当日における選挙区間の

挙人数の最大較差は，最少の高知県第3区と最多の千葉県第4区との関で

1対 2. 3 0 4であり，高知県第3区と比較して較差が 2稽以上となって

いる選挙区は45選挙区であった。

ウ 最高裁平成・23年3月23日大法廷判決

このような状況の下で旧々選挙区割りに基づいて施行された平成21年

選挙に関する最高裁平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻 2号7

5 5斑（以下「平成23年大法廷判決j という。）は，選挙区の改定案の

-4 
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作成に当たり，選挙区間の人口の最大較差が 2倍未満になるように底割り

をすることを基本とすべきものとする！日々区画審設置法3条 1項の定めは，

投票錨檀の平等の要請に配慮した合現的な基準を定めたものであると評舗

する 平成21年選挙当時に選挙区間の投票価値の較差が上記のとお

り拡大していたのは，各都道府県にあらかじめ 1の選挙医数を割り当てる

開条2項の 1人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであ

り，かっ，人口の少ない地方における定数の急激な減少への配簸等の視点

から導入された 1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものと

いうべきであるから，旧々区割基準のうち 1人別枠方式に係る部分及び！日

々区制基準に従って改定された！日々区割規定の定めるi日々選挙区割りは憲

法の投票箱値の平等の要求に反する状態に至っていたと李将した。そして，

間判決は，これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における

正がされなかったとはいえず，！日々区割基準規定及び！日々区割規定が憲法

1 4条 1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上

，事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を

解消するために，できるだけ速やかにi日々区割基準中の 1人別枠方式を廃

止し， IB々 区間審設置法3条1項の趣旨に沿って旧々区割規定を改正する

など，投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判

示した。

エ 平成24年公職選挙法等改正

その後，平成23年大法廷判決を受けて行われた各政党による検討及び

協議を経て，平成24年6月及びγ月に複数の政党の提案に係、る改正法案

がそれぞれ国会に提出され，これらの改正法案のうち， i日々区画審設置法

3条 2項の削除及びいわゆる 0増5減（各都道府県の選挙区数を増やすこ

となく議員 1人当たりの人口の少ない 5県の各選挙区数をそれぞれ 1減ず

ることをいう。以下問じ。）を内容とする改正法案が，間年 11月 16日

－hu
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に平成24年法体第95 （以下「平成24年改正法j とし、う。） として

成 した。平成24年改正法は， 時期において， i日々区画審設置法3条 2

項を削除する改正規定は公布日から施行するものとする一方でF 各都道府

の選挙区数の 0増5減を内容と る改正後の公職選挙法の規定は次回の

総選挙から適用する

行する）ものとし，

（公職選挙法の改正規定は足立に法捧で、定める日から施

0増 5減を前提に， 区間審が選挙区間の人口の較

が2倍未満となるように選挙区割りを改める改定案の勧 を公布日から

1て速やかに法説上の措置を6月以内に行い，政府がその勧告に

べき を定めた。上記の改正により， ！日々区画審設置法3条 1項が同改正

開条となり F

上記ア＠の基準のみが区制基準として定められた（以下，

3 という。）後の区画審設置法（以下「！日区画審設置法j

においては，

の区割基準を什日区割基準j という。）。

、，．
、剛鵬

オ 平成24年衆議院議員総選挙

カ

平成24年改正法の成立と向日に衆議院が解散されF 平成24年 12月

1 6日，第46回衆議院議員総選挙（以 f平成24年選挙j という。〉

が施行されたが，平成24年選挙 でに新たな選挙区割り めることは

時間的に不可能であったため，平成 24年選挙は， 平成21年選挙と開様

｜日々区割規定及びこれに基づく！日々選挙区鶴りの下で施行された。

平成24年改正法の改正

平成24年改正法の成立後， 同法の附則の規定に従って区爵審による審

議が行われ，平成25 3月 28日， 区画審は， 内閣総理大臣に対し聖 i盤

区割りの改定案の動告を行った。 この改定案は， 上記附員立の規定に基づ

き，各都道府県の選挙区数の0増 5減を前提に，選挙 間の人口較差が 2

イ昔未溝となるように 1γ都県の42選挙 において区割りを改めることを

内 とするものであった。

内 は， 上記動告を受けて， 同年4月12日， 平成24年改正法に

-6 
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，開法のうち 0増 5減を内容とする公職選挙法の改正規定の路行期

日を定めるとともに，上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする

公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として量平成24年改正法の

一部を改正する法律案を国会に提出しE 平成25年8月24日，この改正

法案が平成25年法樟第68号（以下「平成25年改正法j という。）と

して成立した。平成25年改正法は，同月 28 13に公布・路行され，間法

による改正後の平成24年改正法中の 0増 5減及びこれを踏まえた区爾審

の上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内潜とする公職選挙法の改正規

定は，同年 7月28日から施行されており，これにより，各都道府県の選

挙区数の0増5減とともに上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行わ

れた（以下，上記改正後の公職選挙法 13条 1項及び別表第1を fi日区割

規定Jといい，これに基づく上記改定後の選挙区割りを「旧選挙区割引

という。）。

上記改定の結果，！日選挙区割りの下において，平成22牢 10月1日を

調査時とする国勢調査（以下「平成22年国勢調査j という。）の結果に

よれば選挙区間の人口の最大較差は 1対 1. 9 9 8となるものとされたが

平成25年3月31 13現准及び平成26年 1月1日現在の各住民基本台帳

に基づいて総務省が試算した選挙区間の人口の最大較差はそれぞれ1対2.

0 9 7及び1対2. 1 0 9であり，上記試算において較差が 2倍以上とな

っている選挙区はそれぞれ9選挙区及び14選挙区であっ

キ 最高裁平成25年 11月20 E大法廷判決

平成24年選挙に関する最高裁平成25年 11月20日大法廷判決・民

集67巻8号 15 0 3頁（以下「平成25年大法廷判決j としづ。）はF

平成24年選挙時においてIB々 区割規定の定めるi日々選挙区割りは平成2

1年選挙当時と間様に憲法の投票価額の平等の要求に反する状態にあった

ものではあるが F 上記エのような平成24年選挙までの関の国会における

円
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是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁

量権の行使として相当なものでなかったということはできなし市瓦ら，憲法

上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず， IB々

区割規定が憲法 14条 1項等の憲法の規定に違反するものということはで

ないとした上で，盟会においては，今後も！日区間審設置法3条の趣旨に

沿っ dた選挙制度の整備に向けた取組が清実に続けちれていく必要があると

判京した。

ク 平成25伴大法廷判決後の毘会の取組

平成25年大法廷判決後，国会において，与野党による本件選挙制度に

関する実務者協議が関かれ？その改革について協議が震ねられたが，政党

問の意見の隔たりが大きく合意を得るには歪らなかった。そこで，平成2

6年6月 19日，衆議院に本件選挙制度に関する調査・検討等を行うため

の有識者による議長の諮問機関として，衆議院選挙制度に関する謂

（以下「選挙制度調査会j という。）が設置された。

選挙制度調査会に対する諮問事項は，現行部度を含めた選挙制度の評価y

各党の訟選挙公約にある衆議院議員定数削減の処理，一票の較差を是正す

る方途及び現行憲法の下での衆参間議院選挙制度の在り方の問題点とされ，

各会派は選挙制度調査会の答申を尊重するものとされた。選挙制度調査会

は？間年9月 11自の第1回会合以降，陪年 11月20日まで合計4自に

わたって会合を開き， の較差の是正等について議論が交わされた。

ケ 平成26年衆議段議員総選挙

平成26年 11月21 S，衆議践が解散され，同年12月14日，上記

。増 5減の措置による改定を経た！日区制規定の定めるi首選挙区割りの下で，

第47回衆議院議員総選挙（以下 f平成26年選挙Jというミ）が施行さ

れた。

平成 26年選挙当日における選挙区間における選挙人数の較差をみると，

8 -
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選挙人数が最も少ない宮城県第5区と比べて，選挙人数が最も多い東京都

第1区との関で 1対 2. 1 2. 9であり 2 その抱 12の選挙区との聞で較差

が2倍以上となっていた。

コ 最高裁平成27年 1I月25日大法廷判決

平成26年選挙に関する最高裁平成 27年 11月25自大法廷判決・

民集 69巻 7号 20 35頁（以下 f平成27年大法廷判決j という。）

は＼平成 26年選挙当時のIB選挙区割りにおいては，いまだ9増 5減の

措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割

基準に基づいた定数の再配分が行われておらず，平成 22年国勢調査後

の人口変動の結果として量平成 26年選挙時における選挙区間の選挙人

数の最大較差は 1対 2. 1 2 9に速し，較差2倍以上の選挙区も13選

区梅在していたものであるが，その主な要因は，いまだ多くの都道府

県において！日区割基準に基づ、いて定数の再配分が行われた場合とは異な

る定数配分がされていることにあるというべきであり，このような投票

締髄の較差の状況やその要因となっていた事情などを総合考慮すると，

！日区割規定の定める市選挙区割りは，なお憲法の投票価値の平等の要求

に反する状態にあったものといわざるを得ない皆判示した。

そしてF 間判決はE 障会において，！日々区割基準中の 1人別枠方式に係

る部分及び問方式を合む旧々区割基準に基づいて定められた！日々選挙区割

りが憲法の投票伍檀の平等の要求に反する状態に歪っていると認識し持た

のは F 平成23年大法廷判決が言い渡された平成23年3月23日の時点

からであったというべきであるところ F これらの違憲状態を解消するため

には制度の仕組みの見直しに準ずる作業を嬰し空間会における合意の形成

が容易な事柄ではないにもかかわらず，まず違憲状態の是正が最も優先さ

れるべき課題であるとの認識の下に法改正の作業が進められ，！日々区画審

設置法3条2項の規定の削除と選挙区間の人口の較差を 2倍未満に抑える

9 
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めのO増 5減による定数配分の見直しが行われ，平成 24年改正法及び

平成25年改正法の成立によってこれらが実現したもので、あり，これによ

り改定されたi日選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差もー

の縮小がみられるとともに，平成26年選挙は，前回の平成24年選挙か

ら約 1年 11か月後の衆議院解散に伴い，平成25年改正後の平成24年

改正法の施行による選挙区割りの改定から約 1年5か月後に施行されたも

のであり，その改定後も国会において辻引き続き選挙制度の見査しが行わ

れ，衆議院に設置された検討機関において投票価値の較差の更なる縮小を

可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案などの検討が続けら

れていることなどを併せ考慮すると，平成2!3年選挙までの国会における

是正の実現に向けた取組が平成 23年大法廷判決及び平成25年大法廷判

決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったという

ことはできず，憲法上要求される合理的期間を徒過したものと断ずること

はできないとして，平成26年選挙時のi日区割規定が憲法 14条1 の

憲法の規定に違反するものということはできないとした上で？国会におい

ては，今後も，衆議院に設置された検討機関において行われている投票価

値の較差の吏なる瀦小を可能にする制度の見悲しを内容とする具体的な改

正案の検討と集約が早金、に進められ，田区画審設置法3条の趣旨に沿っ4た

選挙制度の整儀に向けた取組が着実に続けられてし、く必要があると判示し

た。

サ 平成26年選挙後又は平成2γ年大法廷判決後の冨会の取組

（ア） 選挙制度調査会は，上記衆議院の解散により…時中島されたが，平

成 27年大法廷判決の前後を通じて議論を麓ねた結果，いわゆるアダ

ムズ方式（除数方式という人口比例に基づく議席配分方式の一つであ

り，各都道府県の人口を一定の数値で除し，それぞれの商の整数に小

数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と

-10 
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致するように行い，各都道府県の配分議席は，その人口を当該数値

（除数〉で除した高の整数に小数点以下を切り上げて得られた数とな

るもので，アランス等の諸外国でも採用されている。）を採用する

向で意見が集約された。そしてF 選挙制度調査会はF 衆議院議長に対

し，平成28年 1月 14日，①衆議院議員の定数を 10人削減するこ

と，お都道府県への議席配分をアダムズ方式により行うこと，③都道

府県への議席配分の見直しは F 制度の安定性を勘案し， 10年ごとに

われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うことなどを内

容とする答申（以下 f本件答申j という。）をした。もっとも，本件

答申ではアダムズ方式の導入をいつの大規模国勢調査から行うかにつ

いて言及されていなかったところ型選挙制度調査会の座長は，この点

について，来議読政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別

員会における参考人質疑において， f国会の裁最にお在せすべきだろ

う。 Jと答弁した。

（イ） 本件答申を受けて，衆議段議長は，各党の意見集約に努め，ナダムズ

方式による都道府県の議席配分の見亘しを 10年ごとの大規模国勢調査

の結果に基づき実施するなどの4項院の指針を示した。その後，複数の

政党の提案に係る改正法案がそれぞれ国会に提出されて審議された結果，

平成28年 5月20日，平成28年法律第49号（以下 f平成28年改

正法j という。）が成立し，＇－ 0

平成 28年改正法は F その本則において，①衆議院小選挙区選出識

の選挙区間における人口較差について，各都道府県の区域内の選挙

区の数を平成 32年以降 10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果

に基づき，アダムズ方式により配分した上で，各選挙区間の最大較

（日本国民の人口）が2倍以上にならないようにすること〈区間帯設

法3条 1項F 2頃， 4条 1項。なおF 以下，これにより改正された

-11 
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国勢

が2倍

以降の簡

民の人口）

という。），②平成 37 区割基準を「新区割基準J

の結果に基づく各選挙区間の調 （日本

選挙区の安定を図るとともに較差2倍未満を達

成するため，各都道府県の選挙区を変更することなく，

是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うものとするこ

区画審が較差

大較

ときは，以上になっ

），③衆議院議員の定数を 10人削減す4条 2（同法3条 3項，と

ることを規定するとともに， 附則において，④平成 32年に実施予定

という。） の措ま国勢調査j勢調査（以下 f平成 32 の大規模

置とし 勢調査（以下「平成 27年

，各選挙区間の人口に関しy

平成2γ年に実擁された簡易

の結果に基づという。）簡易国勢調査J

将来の見込人口を踏 2倍需を通じて較までの 5平成32 え，

（同法附則 2条 1未満となるよう区割りを行うなどの措置を行うこと

3項），⑤小選挙区選挙の定数6減の対象県について F 平成27 

i
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j
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， アダムズ方式により都道府県別定数を計算年簡易国勢調査に基づき，

した場合に減員対象となる都道府県のうち，議員 1人当たり人口の

〈開法問則2条2項 1号）

民をf-t表する国会議員を

とすることも少ない都道府県からJI慣に 6

全③平成 28年改正法施行後においても F

の在り方については，不断の見直し

を内容と｛するものである。

選出するための望ましい選挙制

（間法関則 5条）が行われるものとすること

アダムズ方式の導入が平成，32年国勢調査からとされたのは，成立

した法律をあえて遡及適用することは例外的であり， アダムズ方式を

導入するのは平成 32年間勢競査以降とl ； 
宅、．

' ' 
｛笈るのが自然であること，

平成入した場合，ダムズ方式を国勢調査に基づいてに平成22 

2 7年簡易 勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を導入した場合と

国勢調査の数値を用

の結果

平成 22 

平成 22年国勢調ないこと F

で議席配分結果に違いが生ずるなど，

いるのは合理性があるとはい

-12 
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が出てから既に 2回の衆議院議員総選挙を経ているにもかかわらず，

同国勢調査の結果を用いて新たに議席を配分し直すとするならば，そ

れにより従前と異なる議席を配分された都道府県の選挙人を中心に，

これら 2回の総選挙の正当性や選挙された議員の地位に対し疑念を抱

かせることになるという問題があること， 4年後には次の大規模国勢

調査が控えており，立て続けに都道府県への議席配分の見直しを行う

ことになると選挙制度の安定性に欠けるという問題があることによる

ものであった。

（功 平成28年改正法の成立後，同法附則に従って区画審による審議が行

われ，区画審は，関係都道府県知事の意見等も踏まえた上で，平成 29 

年4月 19日，内閣総理大臣に対し，選挙区割りの改定案の勧告（以下

「本件勧告Jという。）をした。本件勧告は，小選挙区選出議員の選挙

区数の 0増6減を前提に，平成27年簡易国勢調査の結果に基づく選挙

区間の最大較差（人口）も 2倍未満とするのみならず，平成32年の見

込み人口に基づく選挙区間の最大較差も 2倍未満となるように，.1 9都

道府県の 97選挙区において区割りを改めることを内容とするものであ

り，都道府県聞の議員1人当たり人口の較差が 1. 8 4 4倍の中で，過

去最大の分割市区数となるなどの是正を行うものであった。

内閣は，本件勧告を受けて，同年5月 16日，平成28年改正法に基

づき，同法のうち， 0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行

期日を定めるとともに，上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容と

する公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として，平成 28年改

正法の一部を改正する法律案を国会に提出し，同年6月 9日，上記改正

法案が平成29年法律第 58号（以下「平成 29年改正法Jといい，ま

た，平成 24年改正，平成25年改正及び平成28年改正と併せて「本

件各改正」という。）として成立した。

qu 

唱
Eム
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平成29年改正法はF 向月 16自に公布・施行され，平成28年改正

法のうち上記0増6減及びこれを踏まえた上記改定案に基づく選挙区割

りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定は F それから起算して 1月

を経過した罰年7月 16日に施行された（同改定後の区制規定が本件区

割規定であり，これに基づく改定後の選挙区割りを，以下 f本件選挙区

りj とし、う。）。

これにより，選挙区間の最大較差（議員 1人当たりの人口）は，最少

の鳥取県第2区と最多の神奈川県第 16区との1対 1. 9 5 6となり

（鳥取県第2区の人口数28万35 0 2人と神奈川県第 16区の；人口数

5 5万45 1 6入との悲は， 27万10 1 4人である。なお，較差が2

措以上の選挙区は 32選挙区から 0選挙区に縮小された。〉，さらに，

3 2年見込み人口（平成 27年簡易国勢調査による日本国民の人口

にF 平成22年国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の

人口の伸 を乗じて得た人口）においても，最少の鳥取県第1gと最

多の東京都第22区との 1対 1. 9 9 9となるとされている（較慧が 2

倍以上の選挙区は 71選挙区から 0選挙区に縮小された。〉。その一方

で，分割市区町は，従前の 88から 17増加して 10 !:5となった。

シ本件選挙

平成29年 9月 28日，衆議院が解散され，同年 10月22 13，本件

区間規定の定める本件選挙区割りの下で本件選挙が施行された。

本件選挙当日における選挙区間の最大較差（議員 1人当たりの

人）は，最少の鳥取県第 1区と最多の東京都第 13区との間の1対 1.

9 7 9であり，当該最大較差が 2倍以上となった選挙区は0であった。

3 争点

本件区割規定は F 本件選挙時において，憲法の規定に違反し無効であるか。

4 に関する の主張

14 -
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( 1) 原告らの主張

ア 本件区割規定は，本件選挙時において憲法の規定に違反しているから，

憲法 98条 1項により無効である。

イ 違憲の理由

（ア） 本件区割規定は，次の憲法上の各規定によって要求される人口比例選

挙の保障（国会議員は主権者でなく，立法を可決する過半数の国会議員

は過半数の主権者である国民を代表するものでなければならないところ，

これを実現するためには，厳格な人口比例の基準に基づ、いて定められた

選挙区割りの下での選挙，すなわち，人口比例選挙を行う以外にあり得

ない。）に反する選挙区割りを定めているから，憲法の規定に違反する。

① 憲法前文の「日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を

通じて行動し」及び「ここに主権が国民に存することを宣言しJとの

規定

② 憲法 1条の「主権の存する日本国民Jとの規定

③ 憲法 56条2項の「両議院の議事は，この憲法に特別の定めのある

場合を除いてはト出席議員の過半数でこれを決し」との規定

（イ） 平成23年大法廷判決は，地域性に係る問題のために，殊更にある地

域の選挙人と他の地域の選挙人との聞に投票価値の不平等を生じさせる

だけの合理性があるとはいい難い旨，旧々区割基準のうち 1人別枠方式

に係る部分は，投票価値の平等という憲法の要求するところとは相容れ

ない旨，事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内にできる

だけ速やかに 1人別枠方式を廃止すべきである旨を明確に判示しており，

平成25年大法廷判決は， 1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決

されているとはいえないと判示しており，平成27年大法廷判決は，旧

選挙区割りにおいては，いまだ0増 5減の措置における定数削減の対象

とされた県以外の多くの都道府県について旧区割基準に基づいた定数の

民
U

唱
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再配分が行われていないことなどを総合考臆すると， i日選挙区割りはな

お憲法の投票価イ衰の平等の要求に反する状態にあったものといわぎるを

得ないと判示した。

しかし，本件選挙では F 0増 6減の平成 28 改正法により， わず

か 6つの県についての配分定数の見 しがされたにすぎず， 4 1都

府 ではい だ 1人別枠方式が残 されている。仮に平成 22年国勢・

査に基づいてアダムズ方式を採用すれば りるとし 場合，全面的

議席の再配分を前提として残余の再配分は7増 13減で、あり， 平成Z

8 改正法による 6減を除くとしても，

県において 1人別枠方式の議員定数が

7増 γ減の対象となる 12都

のまま温存されていることに

なり， 不 環な投票価値の不平等が継続している。 また， 平成 28年

改 法の本則（区画審設 法 3条 1項， 2項， 4条） はアダムス方式

の選挙区割りの改正案を定めたものであり， 会自ら， 平成 28年改

正法及び平成29年改正法が 1人別枠方式の廃止として十分でない

暫 的な 挙区鶴りにす ないことを認、めている （平成28年改正又 i

は平成29年改正の時点で， 平成27年簡易国勢調査の結果を用いてj

アダムズ方 を全面的に導入して選挙 害リり案を作成することは 能

であったはずで、ある。）

そうすると F 少なくとも本件選挙区割りのうち上記 12都県の選

区割りは F 平成 23年大法廷判決量 平成 25年大法廷判決及び平成2

7年大法廷判決〈以下 F これらを f本件各大法廷判決j

照らして F 憲法の投票値備の平等の要求に反する状態に

とし1う。） ＇こ

っているこ

とは明らかであり，その結果，各選挙区の有機的一体性の性質のため，

全選挙区が の暇疫を有する。

本件各大法廷判決が， 1人別枠方式による各都道府県への議員定数の

配分は憲法の投票イ制度の平等の要求に反し， ι合理的でない かっ F 人

-16 



..-

・－・．・．．
． ・，.
－－ ，.・ ・．

口以外の要素については，合理性を有する限り国会において考慮するこ

とが許される旨判示していることからすると，人口以外の要素が合理性

を有しない場合でも，投票価値の較差が 2倍未満であれば違憲の問題は

生じない旨の被告らの主張は失当である。

したがって，本件区割規定は，本件各大法廷判決が憲法の要求する投

票価値の平等に反するとした1人別枠方式を実質的に廃止していない選

挙区割りを定めているから，憲法の規定に違反する。

ウ 合理的期間の経過

合理的期間の判例法理は，それ自体が憲法の規定に違反する。

仮にそうでないとしても，本件選挙時において，平成25年大法廷判決

及び平成27年大法廷判決が合理的期間の始期と判示した平成23年大法

廷判決の言渡日である平成23年 3月23日から 6年 6か月 30日を経過

していたのであり，加えて，区画審設置法4条1項が，区画審による改定

案の作成及び内閣総理大臣への勧告について，統計法の規定により 10年

ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日か

ら1年以内に行うものと定めていること，平成24年改正法の附則が，選

挙区割りの改定案に係る区画審の勧告が同法の公布・施行日から 6月以内

に行われることを予定していること，見直しの対象となる選挙区数が相当

数に上ることは特別の事態でないこと等に照らせば，憲法の規定に違反す

る本件区割規定を是正するための合理的期間を既に徒過したというべきで

あるから，本件区割規定は，憲法98条 1項により無効で、ある。

(2) 被告らの主張

ア 本件区割規定は，本件選挙時において，憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態にあったとはいえない。

イ 合憲の理由

（ア） 憲法の要求する投票価値の平等は，選挙制度の仕組みを決定する絶対

可

t
唱
a
A



．． 

．
 
．
 
．
 

．．． ．．． ．．． ．
 
－． 

．・

の基準ではなく，国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的な

いし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり，選挙制

度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められているから，

選挙制度の合憲性は，国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有

するといえるか否かによって判断されることになり，国会がかかる選挙

制度の仕組みについて具体的に定めたところが，上記の憲法上の要請に

反するため，上記の裁量権を考慮、しでもなおその限界を超えており，こ

れを是認することができない場合に，初めて憲法に違反することになる

と解すべきである。また，本件各大法廷判決は，旧区画審設置法 3条

（諸般の事情を総合的に考慮して，選挙区間の人口の最大較差が 2倍未

満となるように区割りすることを基本とする規定）にういて，一貫して，

投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものと評価し，これに

抵触する限度で問題にしてきたにすぎないことからすると，選挙区間の

最大較差が 2倍未満となる区割規定の定める選挙区割りは，国会におい

て通常考慮、し得る諸般の要素をしんしゃくした，一般に合理性を有する

ものであって，憲法の投票価値の平等の要求に反しない。

そして，本件各改正の結果，平成27年簡易国勢調査の結果に基づく

選挙区間の最大較差（人口）は， 1. 9 5 6倍（本件選挙当時の選挙人

数の最大較差は r. g 7 g倍）と 2倍未満にまで縮小されたのみならず，

被災地等の例外なく全小選挙区を通じて較差の縮小が図られたのであり，

このような選挙区間の最大較差のみをもってしでも，本件選挙当時，本

件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反

する状態に至っていなかったことは明らかである。

加えて，本件各改正においては，選挙区間の較差を 2倍未満とするた

め， 1人別枠方式の廃止，区画審設置法3条の厳格化（旧区画審設置法

3条にいう，各選挙区の人口のうちその最も多いものを最も少ないもの

-18 -
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で除して得た数が2以上とならないようにすることを「基本j との部分

の削除），人口比例に基づく配分方式や人口の将来推計の導入に加えて

過去最大の分割市区町等，これまでにない立法的措置がとられているの

みならず，将来的には平成32年国勢調査を踏まえた更なる較差の縮小

に向けた立法的措置も予定されていることからも明らかなとおり，十分

な合理性を有するものである。

ゆ（イ） 原告らは，平成 28年改正法では 0増 6減が行われたにすぎずγ4

1都道府県で 1人別枠方式が廃止されていないと主張するが，上記の

とおり，本件各改正により本件各大法廷判決が指摘していた 1人別枠

方式の構造的な問題（各都道府県への定数配分の段，階で各都道府県間

の投票価値にほぼ2倍の最大較差が生じる状況や較差が 2倍以上の選

挙区が出現し増加する可能性が高いなどという問題）は最終的に解決

された。そもそも，どのような配分方式を採ったとしても，必ずしも

全都道府県について議席の再配分が必要となるわけではなく，仮に平

成 22年国勢調査に基づいてアダムズ方式によりi全面的に議席の再配

分をした場合であっても， 7増 13減（ 1 8都県の変動）と試算され，

しかも，その 13減のうち 6減は平成 28年改正及び平成 29年改正

による 6減の対象と共通しているため，残余の再配分は 7増 7減（ 1 

2都県の変動）にとどまる。また，本件各改正により 1人別枠方式が

廃止されていることは明らかであり， 0増5減及び0増6減も 1人別

枠方式の廃止を前提として初めてなし得たものであるから，その構造

的な問題が残存しているとはいえない。なお，平成 29年改正時点で

アダ、ムズ方式を全面的に採用した議席配分がされていないことは，前

記の理由によるのであり， 1人別枠方式の構造的な問題が解決された

ことを何ら左右しない

国会は，本件各改正に当たり，各政党間の合意の形成が困難な状況

-19 -
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に加え，関係都道府県等からも様々な意見等が寄せられるなどして，

投票価値の較差の是正措置について結論を得ることが困難な状況にあ

ったにもかかわらず，本件各大法廷判決を踏まえ，投票価値の平等の

要求に反する状態の是正が最も優先すべき課題であるとの認識の下，

平成 28年改正及び平成 29年改正を達成したのであり，このような

国会の努力は十分に評価されるべきである。

'" （ウ） 平成 28年改正法の本則においてアダムズ方式を採用したのは合理

的であること，平成28年改正及び平成 29年改正が，アダムズ方式

の全面的な導入を平成 32年国勢調査としつつ，平成 27年簡易国勢

調査の結果に基づきアダムズ方式により 0増 6減等することにより，

選挙区間の最大較差を 2倍未満に是正したことは合理的であること，

本件選挙区割りは，国会が正当に考慮することができる政策的要素を

考慮しつつ，国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに

投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ったものであるこ

と，小選挙区選挙の較差の是正には，種々の限界があるため，単に 1

倍を超える投票価値の較差が生じていることをもって，投票価値の平

等の要求に反するものとは到底認められないこと等に照らすと，本件

各改正は，投票価値の平等の要請を国会が正当に考慮できる他の政策

的要素との関連において調和的に実現したものであり，十分な合理性

を有する。

以上のとおり，本件区割規定は，本件選挙時において，憲法の投票価

値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず，憲法の規定に違反し

ていない

ウ 合理的期間の未経過

仮に本件区割規定が本件選挙時において憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態にあったとしても，憲法上要求される合理的期間内における是

-20 -
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正がされなかったといえるか否かは，裁判所において投票価値の較差が憲

法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとの判断が示される

など，国会が違憲状態となったことを認識し得た時期を基準（始期）とし p

て，単に期間の長短のみならず，是正のために採るべき措置の内容，その

ために検討を要する事項，実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を

総合考慮して判断されるべきである。

本件各改正は，上記のとおりの経緯や内容等に照らせば，本件各大法廷

判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として十分に相当なものと解され

るのであって，国会において，本件選挙までに，本件区割規定の定める本

件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあるなどとい

うことは全く認識できない状況にあった。

したがって，本件区割規定の定める本件選挙区割りについて，憲法上要

求される合理的期間内における是正がされなかったなどといえないことは

明らかである。

第3 当裁判所の判断

1 合憲性判定のための基準

( 1) 憲法は，選挙権の内容の平等，すなわち，投票価値の平等を要求している

ものと解されるが，他方で，投票価値の平等は，選挙制度の仕組みを決定す

る絶対の基準ではなく，国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的

ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり，国会の両

議院の議員の選挙については，憲法上，選挙制度の仕組みの決定について国

会に広範な裁量が認められている。そして，衆議院議員の選挙につき全国を

多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には，選挙制度の仕組

みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して，憲法上，議員 1人当

たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かっ

基本的な基準とすることが求められているというべきであるが，それ以外の
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要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているもの

と解されるのであって，具体的な選挙区を定めるに当たっては，都道府県を

細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として，地域の面積，

人口密度，住民構成，交通事情，地理的状況などの諸要素を考慮しつつ，国

政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに，投票価値の平等を確

保するという要請との調和を図ることが求められる。したがって，このよう

な選挙制度の合憲性は，上記諸事情を総合的に考慮した上で，国会に与えら

れた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断すべき

であり，国会が具体的に定めた選挙制度の仕組みが，上記のような憲法上の

要請に反するため，上記の裁量権を考慮しでもなおその限界を超えており，

これを是認することができない場合に，初めて憲法に違反することになると

解すべきである。

また，定数配分又は選挙区割りが上記のような諸事情を総合的に考慮した

上で，投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に

至っていたとしても，それによって定数配分規定又は区割規定が直ちに憲法

の規定に違反するわけではなく，憲法上要求される合理的期間内における是

正がされなかった場合に限り，当該規定が違憲との評価を受けることになる

と解すべきである。

以上は，本件各大法廷判決を始め，衆議院議員の選挙に関する累次の最高

裁判決の趣旨とするところである。

(2) 原告らは，憲法の前文， 1条， 5 6条2項の規定により人口比例選挙の保

障が憲法上要求されるとし，本件区割規定はこれに反しているから，憲法9

8条 1項により無効とされるべきである旨主張する。

しかし，厳格な投票価値の平等という理念の下に 議員 1人当たりの選挙

人数ないし人口ができる限り平等に保たれる選挙制度が構築されることが望

ましいことはいうまでもないが，上記のとおり，投票価値の平等のみが選挙
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制度の仕組みを決定する基準ではなく，国会が正当に考慮することのできる

他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されているか否か，

すなわち，国会に与えられた裁量権の行使が合理性を有するか否かという観一

点から（合理的期間の経過の有無はさておく。），当該定数配分又は選挙区

割りの違憲性が判断されるのである。

したがって，人口比例選挙の保障が憲法上要求されるとか，この保障に反

じていれば直ちに違憲の評価を受ける旨の原告らの主張は採用することがで

きない。’

2 本件区割規定の合憲性

(1) 前記のとおり，本件選挙当日の選挙区間における議員 1人当たりの選挙人

数の最大較差は 1対 1. 9 7 9であり，平成 28年改正及び平成29年改正

の結果，前回の平成－26年選挙時における最大較差である 1対2. 1 2 9よ

りも縮小して 2倍を下回り，かつ，最大較差が 2倍以上となった選挙区は，

前回選挙時の 1,3選挙区から 0となった。

(2）ア 平成 23年大法廷判決は，平成21年選挙に関し，選挙時における選挙

区間の選挙人数の最大較差が 1対 2. 3 0 4であるなどの投票価値の較差

の状況下において，選挙区間の人口の最大較差が 2倍未満になるように区

割りをすることを基本とすべきものとする区画審設置法（旧々区画審設置

法）の定めは，投票価値の平等の要請に配慮、した合理的な基準を定めたも

のであると評価する一方，区割基準（旧々区割基準）のうち 1人別枠方式

に係る部分及びそれに従って定められた選挙区割りは，憲法の投票価値の

平等の要求に反する状態に至っている旨判示し，平成25年大法廷判決も，

平成24年選挙に関し，平成21年選挙時に既に憲法の投票価値の平等の

要求に反する状態に至っていた選挙区割りの下で再び施行されたものであ

ることなどからして，平成 24年選挙時の選挙区割りは憲法の投票価値の

平等の要求に反する状態にあったが，国会における是正の実現に向けた取
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組が平成23年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当

なものでなかったということはできなし、から，当該区割規定は憲法の規定

に違反しない旨判示し，平成27年大法廷判決は，平成26年選挙に関し，

選挙時における選挙区間の選挙人数の最大較差が 1対2. 1 2 9であるな

どの投票価値の較差の状況下において，平成24年改正法により 1人別枠

方式に係る規定が削除されるなどしたものの， 0増5減の対象とされた県

，，，以外の多くの都道府県について， 1人別枠方式に係る規定が削除された後

の区割基準（旧区割基準）に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異

なる定数配分がされており，このような投票価値の較差の状況やその要因

などを総合考慮すると，平成 26年選挙時の選挙区割りはなお憲法の投票

価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないが，国会

において 1人別枠方式に係る規定の削除と選挙区間の人口の較差を 2倍未

満に抑えるための定数配分の見直しが行われたほか，平成 25年改正後も

引き続き選挙制度の見直しゃ投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制

度の見直しなどの検討が続けられていることなどを考慮すると，国会にお

ける是正の実現に向けた取組が立法裁量権の行使として相当なものでなか

ったということはできないから，当該区割規定は憲法の規定に違反しない

旨判示した。

イ 国会は，平成 27年大法廷判決後も本件選挙時までに，平成 28年改正

及び平成29年改正を行い，衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における

人口較差について，都道府県の区域内の選挙区の数を平成 32年以降 10 

年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づ、き，アダムズ方式により配

分した上で，各選挙区間の人口の最大較差が 2倍以上にならないようにす

ること（新区割基準），平成 37年以降の簡易国勢調査の結果に基づく各

選挙区間の人口の最大較差が 2倍以上になったときは，較差2倍未満を達

成するため，区画審が選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うものとす
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ること，平成32年国勢調査までの措置として，平成27年簡易国勢調査

の結果に基づき，各選挙区間の人口に関し，将来の見込人口を踏まえて較

差2倍未満となるよう区割りを行うなどの措置を行うこと，小選挙区選挙

の定数を 6減することとし，その対象県について；平成27年簡易国勢調

査に基づき，アダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員の

対象となる都道府県のうち，議員 1人当たりの人口の最も少ない都道府県

んから順に 6県とすること，これらを前提に 19都道府県の 97選挙区にお

いて区割りを改めることなどを定めた。

そして，これによって改定された本件区割規定及び本件選挙区割りの下

で本件選挙が施行された。その結果，前記のとおり，本件選挙時の選挙区

間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は 1対 1. 9 7 9となっ

て2倍を下回り，平成 32年見込人口によった場合でも，選挙区間の人口

の最大較差は 1対 1. 9 9 9と 2倍を下回ることになったのである。

ウ 以上に照らせば，本件各改正（殊に平成 28年改正及び平成 29年改

正）により，本件各大法廷判決が憲法の投票価値の平等の要求に反する状

態を生じさせる要因とした区割基準としての 1人別枠方式は，規定上廃止

されただけでなく，アダムズ方式を導入する平成32年国勢調査までの暫

定的な措置とはいえ，定数を 6減することを前提に，平成 27年簡易国勢

調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算し，人口較差が最

大でも2倍未満となるように選挙区割りを改めるとともに，将来的にも各

選挙区間の人口較差が 2倍未満を維持できるようにするための方策が講じ

られているのであって，人口変動等により較差が2倍以上の選挙区が出現

しやすいなどといった従来の 1人別枠方式の問題は，実質的に解決された

ものというべきである。

そうすると，本件区割規定は，大規模国勢調査の結果を基に全面的に新

区割基準に基づく定数の再配分を行ったものではなく，また，仮に上記国
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勢調査に基づいてアダムズ方式により全面的に議席の再配分をした場合，

1 2都県について 7増 7減の議席の再配分が必要で、あることなど原告らの

指摘する点を考慮、しでも，全体として区画審設置法 3条の趣旨に沿った選

挙制度の整備を実現するものといえる。 また， 平成28年改正法がアダム

前回

の大規模国勢調査である平成 22年国勢調査の結果に基づいてアダムズ方

前記のとおり，ズ方式の導入を平成32年国勢調査からとしたのは，

川式を導入すれば， それから既に 2回の衆議院議員選挙を経ていることなど

に伴う不都合に配慮、し， かつ，法改正から 4年後には次の大規模国勢調査

（平成 32年国勢調査｝が控えていて，平成27年簡易国勢調査の結果を

基にアダムズ方式を採用して立て続けに議席配分の見直しを行うのも，選

挙制度の安定性に欠けるという問題があることなどによるのであって，十

分な合理性を有し， 国会の立法裁量権の行使として相当でなかったとはい

えない。

したがって，本件区割規定（及びこれに基づく本件選挙区割り）は，本件

選挙時の選挙区間における選挙人数の最大較差が，本件各大法廷判決により

投票価値の平等の要請に配慮、した合理的な基準である旨判示された2倍を下

回っていることに加え，本件各改正の経緯や内容に鑑みると 従来の、1人別

枠方式に絡む問題が実質的にも解決され，本件各大法廷判決が問題とした投

票価値の平等の要求に反するという違憲状態の暇庇は解消されたといえるこ

とを考慮すれば，本件選挙時において， 憲法の投票価値の平等の要求に反す

る状態にあったとは認められず，憲法の規定に違反していたということはで

きない。

合士旦A、
ハロロ岡

よって， その余の点について検討するまでもなく，原告らの本件請求はいず

れも理由がないので， これらを棄却することとして， 主文のとおり判決する。
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